
 

第５３回 大和高田市美術展覧会開催要項 
【名    称】第５３回大和高田市美術展覧会 
【主    催】大和高田市・大和高田市教育委員会 
【後    援】高田美術協会 
【会    場】大和高田市文化会館（さざんかホール） （大和高田市本郷町６－３６） 
                ＴＥＬ：０７４５（５３）８２００ 
【会    期】平成２３年１１月１０日（木）～１１月１３日（日） ４日間 
        午前９時３０分より午後５時まで。（※但し、最終日（１３日）は午後３時まで） 
【公 募 作 品】日本画・洋画・書芸・写真・陶芸・彫塑の６部門 

【公 募 条 件】第５３回大和高田市美術展覧会出品規定によります。 
【出 品 点 数】出品作品は、同一人につき各部とも１点とします。 
【作品の大きさ】日本画：８号以上５０号以内の枠張額装とします。委嘱作品は１０号以内とします。 

               洋 画：８号以上５０号以内の枠張額装とします。水彩画は四つ切り以上、版画は任

            意とします。ただし、４０号以上は縦描とします。委嘱作品は１０号以内とし

            ます。 
                書 芸：色紙以上、仕上り面積１．１３㎡（１２平方尺）以内とし、軸・屏風・衝立 

                       は除く。但し、一辺１．８２ｍ（６尺）を越えず、縦書きのこと。枠張額装  

                      とし、釈文は規定の用紙に楷書で書き、封筒（出品者の氏名を記入）に入れ   

                      作品の裏に添付すること。委嘱作品は半折１／２以内とし、縦作品とします。 
                写 真：単写真は、横１．１ｍ以内、組写真は、縦１．５ｍ、横１．１ｍ以内とし、

１枚にはりつけ、単写真及び組写真とも、四つ切り以上全倍までとし、額装又

は枠張とします。委嘱作品も同じとします。 
                陶 芸：高さ５０㎝、縦５０㎝、横５０㎝以内とします。委嘱作品も同じとします。 
         彫 塑：高さ１ｍ、縦１ｍ、横１ｍ以内、２０㎏までとします。平面については、  

１ｍ×１ｍ以内とします。委嘱作品も同じとします。 

【審 査 員】高田美術協会に委嘱します。 
【審 査 日】平成２３年１１月６日（日）午後１時３０分～ さざんかホール２階展示ホール 
        公募作品はすべて審査し、入選作品だけを陳列します。入選されなかった作品も搬出 

        まで保管いたします。（会期中のお渡しはできません。）  
【  賞   】市展賞・市長賞・市議会議長賞・教育委員会賞・美術協会賞・文化協会賞・奨励賞を 

        入選作品のうち優秀な作品に授与します。 

授賞式は１１月１３日（日）午後１時３０分から、さざんかホール３階小ホールで行い

ます。 
【搬入搬出期日】搬入：さざんかホール２階展示ホール１１月６日（日）午前１０時～午後１時 

（時間厳守） 

                 搬出：さざんかホール２階展示ホール１１月１３日（日）午後３時３０分～午後６時 
                   （搬出予備日：１１月１５日（火）午前１０時～午後５時） 
        ※委嘱作品も同じ 
【出品手数料】無料ですが、一般公募の方は、申込用紙の所定の欄に５０円切手を貼ってください。 
        （切手のない場合は通知ハガキを送付することができませんのでご注意ください。 
         なお、当日現金をお持ち頂いても切手はございませんので各自でご用意下さい。） 
【事 務 局】本会の事務局は 大和高田市西町１－１５（中央公民館内） 

教育委員会事務局生涯学習課におきます。 ＴＥＬ：０７４５（５３）６２６４  



 

第５３回 大和高田市美術展覧会出品規定 

 

第 １ 条  大和高田市美術展覧会の出品は、本規定にもとづいて出品のこと。 

第 ２ 条   原型制作者と実材制作者とが異なっている時は、原型制作者が出品者となります。 

第 ３ 条   作品は出品者において額装・表装をし、裏面に必ず吊り紐を付けること。 

第 ４ 条  規定時間外の作品搬入については、受け付けることはできません。 

第 ５ 条  出品は所定の書式による申込書を添付すること。 

第 ６ 条  １．本会において作品を受理したときは直ちに預り証を交付します。 

 ２．前項の預り証を紛失したときは、書面をもってすぐその旨を本会に届け出ること。 

第 ７ 条  出品については、手数料は無料。ただし、一般公募の方については通知ハガキに５０円切 

     手を貼っておくこと。 

第 ８ 条  陳列した作品は、これを撤回することはできません。 

第 ９ 条  出品者は鑑査審査及び陳列について異議を申し立てることはできません。 

第１０条   出品作品は、一般公募作品及び委嘱作品とします。 

第１１条   委嘱作品は高田美術協会会員の作品とします。 

第１２条  応募作品は未発表のものに限ります。 

第１３条  １．作品を搬出する時は預り証を提出すること。 

  ２．規定期日後における作品の責任は負いません。 

第１４条  作品の出品にかかる費用はすべて出品者の負担とします。 

第１５条  出品物に対しては十分の注意をいたしますが、不可抗力による作品の紛失・き損・その他 

     に対しては、責任を負いません。 

第１６条   出品資格については、中学生以下の年齢の方は除きます。              

第１７条  入選目録を作成する際、氏名及び題名を記載します。 
 
 


